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Ⅰ 背景・目的 

１．背景・目的 

双葉町（以下、本町）は、小学校や役場庁舎等の公共建築物及び道路・橋梁・下水道等のインフラ資産

の整備により、町民の生活・経済活動の基盤を形成してきました。しかし、平成 23（2011）年 3 月の東日本

大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により、本町は全域にわたり甚大な被害を受け、避難指

示の対象となりました。その後、「双葉町復興まちづくり計画」を指針として“町民一人一人の復興”と“町の復興”

を目指して各事業を推進してきたところ、令和4（2022）年８月に特定復興再生拠点区域全域の避難指示

が解除されました。 

全国で避難生活を続けてきた町民が本町に順次帰還するに伴い、復興まちづくりもより一層加速させる必要

があるなかで、公共施設等のハードに関する取組は非常に重要な意味を持ちます。また、国においても「インフラ

長寿命化基本計画」に基づき、各地方自治体に対し公共施設等を計画的に管理するための「公共施設等総

合管理計画」の策定を要請しています。 

このような状況を踏まえ、限られた町内の資源（ヒト・マチ（ハード）・カネ）を工夫しながら活用し、長期的

な視点から持続可能な町の経営を目指すために、本町の公共施設等の管理に関する基本的な方針を示す「双

葉町公共施設等総合管理計画（令和 6年３月、以下「総合管理計画」という。）を策定しました。 

また、総合管理計画に基づいて個別の施設を具体的に維持管理するための実行計画として、個別施設計画

を策定します。個別施設計画は、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況等を踏まえつつ作成する、

施設ごとのメンテナンスサイクルの核となる計画であり、本町では個別施設計画に基づき計画的に公共施設の維

持管理を推進します。 

 

 

出典：総務省「公共施設等総合管理計画の策定要請」（平成 26年 4月） 
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２．対象施設 

本計画の対象施設は【施設分類ごとの個別施設計画対象施設一覧】の通り、合計で１施設、延床面積

5,785.6 ㎡です。 

 

【施設分類ごとの個別施設計画対象施設一覧】 

 

施設分類 
所管課 No. 施設名称 施設数 延床面積 

大分類 中分類 

産業系施設 産業系施設 復興推進課 ① 産業交流センター １ 5,785.6 ㎡ 

計 １ 5,785.6 ㎡ 

出典：双葉町固定資産台帳より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院地図

1
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Ⅱ 施設ごとの現状・課題と管理方針 

１．施設共通の現状・課題と管理方針 

（１）現状・課題 

 令和 2年度に整備されており、令和 2年 10 月から令和５年 10 月の 3 年間で約 20 万人の来場者

がありました。貸会議室や貸事務所のほか、フードコートやレストラン、土産物店等が入り、町内に立地す

る企業関係者や町民同士の交流の場になっています。 

 施設状態調査においても目立った劣化は見られず、概ね良好な状態にあります。 

 

（２）管理に関する基本的な方針 

 定期的な点検・診断等及び計画的な修繕等を実施することで施設の長寿命化を図ります。 

 維持管理・運営にあたっては指定管理者制度を活用します。 

 施設内外でのイベント開催により、交流人口の拡大や施設の利活用を図ります。 
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２．施設ごとの現状・課題と管理方針 

（１）産業交流センター 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ．基礎情報 

大分類 産業系施設 中分類 産業系施設 

施設概要 

中野地区の中核施設として、町民はじめ来

訪者、立地企業関係者の交流の場として整

備されました。 

貸会議室、貸事務所、フードコート、レストラ

ン、お土産屋、コンビニが入る複合施設となっ

ています。 

 

所管部署 復興推進課 

所在地 双葉町大字中野字高田 1番地 1 

Ⅱ．土地情報 

敷地面積 6,389.9 ㎡（別敷地駐車場あり） 帰還困難区域 － 

用途地域等 なし 所有区分 町有地 

Ⅲ．建物情報 

棟名称 建築年度 延床面積 主体構造 避難所指定等 

産業交流センター 2020 年度 5,785.6 ㎡ S 造 － 

Ⅳ．運営情報 

運営方法 指定管理 
利用可能日 年末年始（12/29～1/3）のみ閉館 

開館時間 9:00～18：00 

Ⅴ．現状と課題及び管理方針 

現状と課題 
・ 屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の全てについて、目立った劣化は見られず、概ね良好

な状態にあります。 

管理方針 

・ 定期的な点検・診断等及び計画的な修繕等を実施することで施設の長寿命化を図ります。 

・ 維持管理・運営にあたっては指定管理者制度を活用します。 

・ 施設内外でのイベント開催により、交流人口の拡大や施設の利活用を図ります。 

Ⅵ．対策内容と実施時期 

事業費（税込） 単位：千円

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 10年合計 30年合計

対策内容

改修・更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,096,437

建物部位・設備更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,447

維持管理 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 465,545 1,396,634

解体・除却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 46,554 465,545 2,653,518

産業交流センター

施設名称 対策内容

10年間は維持管理費用のみ発生
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Ⅲ 今後の対応方針と本計画の実現に向けて 
今後の対応方針や本計画の実現に向けた方針等の本町における共通の考え方については、個別施設計画

基本共通編に掲載しており、この方針に基づく適切な公共施設マネジメントを実施します。 


